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はじめに 

 

日本健康･栄養システム学会 

理事長  板倉 弘重  

 

世界に類のない超高齢化社会となったわが国において、医療･保健･福祉における栄養ケア･マネジメ

ントを担う臨床栄養師の必要性は益々高まっています。 

日本健康･栄養システム学会は、平成 16 年、臨床栄養師研修･認定制度を発足し、15 年目を迎えま

す。この間、320名ほどの臨床栄養師を輩出することができました。臨床栄養師は、全国各地の病院、

施設、行政、あるいは大学機関において活躍し、臨床栄養や栄養ケア･マネジメントを推進するととも

に、組織のマネジメントや後進の指導に活躍しています。 

臨床栄養師研修は、米国の登録栄養士の教育制度を手本とし、病院･施設･在宅の切れ目のない継続

的栄養ケア、栄養サポートチーム、糖尿病等慢性疾患の栄養管理等の｢臨床栄養力｣と組織や業務の課

題分析や問題解決できる｢マネジメント力｣の両能力の修得をめざしています。 

100 時間の認定講座は、専門の大学教授と臨床栄養師を講師とし、講義とともに演習や症例検討に

よる双方向のコミュニケーションを重視しています。 

900 時間の臨床研修は、学会登録の約 218 所の受託研修施設から、研修生自身が研修施設を選択す

るマッチング方式を採用しています。急性期や慢性期の病棟、栄養サポートチーム、介護保険施設、

外来・在宅訪問等の地域栄養活動、給食経営管理を臨床栄養師等のプリセプターのもとで体験し、自

分にも｢できる｣という｢コンピテンシー・実践力｣が身につきます。 

臨床栄養や栄養ケアの初心者、再就職や転職をめざす方（在宅訪問など）、そして、人材育成や職場

の課題に直面している管理職や管理職候補者にも最適な研修です。さらに、大学院生や養成大学教員

の臨床経験としても評価されています。 

臨床栄養師資格は、厚生労働省によって栄養サポートチームの加算要件となることが認められてい

ます。指定の他学会の資格取得者、受託研修施設の管理栄養士、大学院生には講座や臨床研修の免除

も設け、多くの方々に研修に参加して頂けるようにしております。 

さらに、看護職、薬剤師、医師等を対象とした栄養サポートチーム研修や栄養ケアチーム研修も設

置し、管理栄養士以外の多職種の方々にご参加頂けることを期待しております。 

詳しくはホームページをご覧になるか研修事務担当にメールを頂ければ資料を添付して返信いたし

ます。お電話での問い合わせも受け付けております。 

多くの管理栄養士の方が臨床栄養師となって、生活習慣病や高齢社会の問題と臨床栄養とマネジメ

ントを武器として対峙し、イノベーターとして活躍しましょう。 
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【臨床栄養師研修】 

  

米国の登録栄養士の教育制度を手本にした管理栄養士のための唯一のインターン研修制度。100 時

間の認定講座と 900 時間の臨床研修（一般病院、医療療養病床･回復期リハビリテーション・介護保

険施設、地域栄養活動（  

、給食経営管理）。認定講座、臨床研修の一部は症例検討等で相当すること

ができる。修了者は認定試験、論文試験合格後、臨床栄養師の資格が授与されるとともに、栄養サポ

ートチーム加算の要件を満たす。 

  

臨床栄養師の定義 

 臨床栄養師とは、人間栄養学に基づいた臨床栄養の知識、技術およびマネジメント能力を習得し、

栄養ケア･マネジメントの質の向上に努めることのできる能力を有している学会員である管理栄養士

である（臨床栄養師資格認定規則第 2 条より）。 

 

臨床栄養師の６つの能力 

 臨床栄養師は６つの能力を備える。（臨床栄養師資格認定規則第 3 条より） 

①臨床栄養師としての理念、使命感を備える。 

②専門職のチームメンバーとして、連携のとれた業務活動ができる。 

③栄養ケア・マネジメントの業務活動ができる。 

④栄養ケア・マネジメントの業務活動上の問題を明確にし、解決策を提示できる。 

⑤リーダーとなれるマネジメント能力を備える。 

⑥積極的に自己学習できる。 

 

研修プログラム 

 臨床栄養師研修は、講義 100 時間の認定講座と臨床研修 900 時間の認定研修である。なお、これら

の研修プログラムの達成基準は、米国の登録栄養士の知識、技術、コンピテンシー（competency;実

践能力）の達成基準に準拠して作成したものである。

 

 

認定講座 

 認定講座は、5～11 月に開催され 1 年間で取得できるカリキュラムが作成されているが、最長 3 年

間での取得が可能である。履修期間経過後は、臨床栄養師研修委員会への延長届（任意用紙）提出、

承認により、1 年毎延長することができる。 

 

認定講座日程・場所 

 14～16 ページのプログラムをご確認下さい。 

※会場は決定後、申込者へ連絡します。 

※日程のいずれからでも研修を開始することができます。 
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講座内容 

番

号 

内 容 時間 番号      内 容 時間 

１ 倫理とチーム活動 ２ 10 退院計画･指導 ４ 

２ 栄養ケア･マネジメントと情報管理 ２ 11 在宅栄養ケア･マネジメント ３ 

３ 科学的根拠に基づいた栄養ケア・マネ

ジメント 

２ 12 集団の栄養評価と計画 ６ 

４ 栄養ケア･マネジメントの運営 ４ 13 地域栄養活動 ２ 

５ 栄養アセスメント･栄養ケア計画 ７ 14 制度と臨床栄養活動 ４ 

６ 特定保健用食品、保健機能食品･病者用

食品の検討 

４ 15 給食経営管理 ４ 

７ 経腸･静脈栄養法 ８ 16 経営の基礎 ８ 

８ 栄養教育（カウンセリング・コミュニ

ケーションを含む） 

16 17 人材教育と自己研鑽、生涯学習 ２ 

９ 症例検討と発表 20 18 特別講義 ２ 

 

臨床研修 

 臨床研修は、当学会の認定臨床研修施設において、監督責任者のもとに①急性期病院 350～400 時

間、②回復期リハビリテーション･医療療養病床・介護保険施設 150～200 時間、③地域栄養活動（外

来栄養指導・訪問栄養食事指導、介護予防のための栄養改善サ－ビス等 居宅患者等への栄養管理・

相談）150～200 時間、④給食経営管理（フードサービスとマネジメント）150～200 時間による 900

時間を、認定講座開始後から実施する。 

＊ ①～④の時間配分は研修受託施設側と研修生のニーズに応じて 900 時間に調整可。 

 また、臨床研修は、研修マニュアルに基づいて行われる。研修マニュアルは、臨床研修のカリキュ

ラムやスケジュールが記載されたものである。研修マニュアルは、臨床研修プログラムの達成目標、

研修の指針及び評価の指針、マニュアル作成要綱に基づき、実施可能性、具体性を重視して研修施設

ごとに作成され、当学会による評価を受けている。 

履修期間は 3 年間であるが、履修期間経過後は、臨床栄養師研修委員会への延長届（任意用紙）提

出、承認により、1 年毎延長することができる（認定講座同様）。 

 

研修の履修相当について 

 認定講座および臨床研修の一部において、履修に相当する別紙の要件を認める場合には、履修相当

として当該時間を免除することができる。履修相当の申請をする者は、認定講座出願時に「臨床栄養

師認定研修履修相当申請書」を提出する（臨床栄養師認定研修履修相当規則参照）。 

 

臨床研修施設の決定について 

臨床研修を実施する施設の決定は、研修生の希望と臨床研修施設の意向を踏まえて調整する。また

研修生の研修施設の決定を公平かつ適正に実施するためのマッチングを実施する。 

決定までの流れ 

① 臨床研修希望者は、臨床研修施設履修希望順位票を学会に提出する。 
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② 臨床研修希望者は、研修希望施設が定める選考手続きを受ける。 

③ 臨床研修施設は、臨床研修履修者採用希望順位票を学会に提出する。 

④ 学会（臨床栄養師研修委員会）は、臨床研修希望者と臨床研修受託施設の研修プログラムの審

査（マッチング）を実施し、臨床研修希望者および臨床研修受託施設に決定事項を通知する。 

注：研修施設の選考に必要な各自の履歴書は各施設に送らず、願書提出時に学会に提出する。 

 

認定試験について 

 認定試験は、年 1 回実施される。認定研修（認定講座と臨床研修）の後に受験する。 

  

認定試験免除について 

 臨床栄養師研修委員会が次の号のいずれかに該当し、臨床栄養師資格認定者と同等以上の能力があ

ると判断した場合には、試験を免除することができる。 

(1)臨床栄養師研修および継続研修等の講師やその経験者、(2)役員会、総会、分科会、地方会、委員会

等の活躍や貢献の認められる者、(3)臨床栄養師研修受託施設の申請を行った監督責任者 

 

認定論文について 

 学会が実施する臨床栄養師認定論文の提出資格は、以下のいずれにも該当すること。 

(1)管理栄養士、(2)当学会の会員、(3)認定研修を終了していること、(4)禁治産者及び準禁治産者でな

いこと、(5)医療・福祉施設等（臨床研修受託施設に限らない）における実務経験を 1 年以上有してい

ること（ 者 1

 

 認定論文は、認定試験合格後に臨床栄養師研修委員会が指定した者による事前指導を受けて提出し、

臨床栄養師認定審査会で審査される。論文の内容は、勤務形態は問わないが実務経験に基づくものと

なる。不合格の場合には、1 年以内ならば論文の再提出が認められる。再提出後も合格しない者につ

いては、認定試験を再受験する。 

（認定論文審査に必要な書類についてはホームページ上の論文審査概要参照のこと） 

 

資格認定･登録 

 臨床栄養師資格合格後、登録の手続きを実施する。臨床栄養師登録票と臨床栄養師章が付与される。 

 

継続研修について 

 臨床栄養師資格認定･登録後も能力維持のために認定登録年月の 1日から 6年後の 3 月 31 日までに

100 単位以上の継続研修が必要となる。100 単位のうち、臨床栄養師研修委員会指定の研修会、学術

総会等から計 80 単位以上を必修とし、そのうち学会主催の継続研修から 40 単位以上を履修しなくて

はならない。その後 5 年ごとに登録更新する。 

 

費用 

 後述の『臨床栄養師資格認定・登録にかかる費用一覧』をご覧ください。 
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【臨床栄養師認定講座（公開）】 
 

平成 30 年度より、臨床栄養師取得を目的とされない方（学会員・非会員問わず）どなたでも、栄

養ケア・マネジメントや臨床栄養について理解を深めたい方の研修参加が可能になりました。一日単

位でご参加頂けますので、ぜひお誘いあわせの上ご参加下さい。 

 

：14～15 ページのプログラムをご確認下さい。 

※8/4～7 の NST 研修部分は参加できません。 

※会場は決定後、申込者へ連絡します。 

 

申込締切：各開催日の一か月前までで、各回定員になり次第受付を終了させて頂きます。 

 

申込方法：メールにて下記内容をお送り下さい。 

メール送信先 ncm.kanou@gmail.com 

件名「平成 30年度認定講座（公開）受講希望 ○月○日分」（○には日付を入れて下さい） 

本文 ①氏名、②職種、③勤務先名、④連絡先の電話、ＦＡＸ、メールアドレス 

※メールをお持ちでない方は、上記内容を FAXにてご連絡下さい 

 

費用：1 時間につき 1,400 円 （一日単位での受講ですので、6 時間ならば 8,400 円になります。） 

振込先：郵便振込 00190-9-408852 口座名義：一般社団法人 日本健康･栄養システム学会 

銀行からの振込 ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座預金 0408852 

※通信欄に、「受講日（平成 30 年○月○日）○時間分認定講座受講料」とご記入下さい。 

申込み受付メールを受信後、平成 29 年 4 月 1 日以降、各講座開催の一週間前までに、お振込

みください。お振込みが遅れる場合には、必ずメールでお申し出ください。研修当日に現

金での支払いは受け付けておりません。 

※欠席等の場合にも費用は返却できません。また、勤務先とご本人で費用を重複して振込むこ

とのないようご注意下さい。 

※領収書は発行しておりません。費用振込の際の払込受領証が領収書の代わりとなります。 

 

尚、臨床栄養師資格取得を希望する場合、受講済み科目・時間数は、受講参加証の提出により履修相

当に認定されます。 

 

問合せ先 

〒238-8522  神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

神奈川県立保健福祉大学 栄養学科内 

一般社団法人日本健康・栄養システム学会 

臨床栄養師研修運営担当 杉山みち子、藤谷朝実、事務 加納亜紀子 

TEL /FAX 046-828-2663 

Ｅ-mail：ncm.kanou@gmail.com     ※お問合せはなるべくメールにてお願い致します。 

mailto:ncm.kanou@gmail.com
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一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 

【栄養サポートチーム研修】 

 

診療報酬栄養サポートチーム加算の施設基準である専従者となる看護師、薬剤師、管理栄養士等を

育成することを目的としており、臨床栄養師研修の一環に位置づけて行うものです。 

対象は看護師、薬剤師、管理栄養士等です。 

講義 30 時間と臨床研修 10 時間で研修修了証を授与いたします。 

なお、栄養サポートチーム研修を修了された管理栄養士の皆様は、その後臨床栄養師研修を申込み

される際には、講義及び臨床研修時間は履修相当としてご申請頂けます。 

 

募集申込について 

申込締切：平成 29 年 7 月 9 日（月）朝 9:00まで。 

方法：学会宛てにメールにて下記内容をお送り下さい（メール送信先：ncm.kanou@gmail.com）。 

     件名「栄養サポートチーム研修希望」 

     本文 ①氏名 ※漢字の間違えにご注意下さい。申込時の氏名が修了証に記載されます。 

②職種 

③勤務先名 

④連絡先の〒番号、住所、電話、ＦＡＸ、メールアドレス 

⑤臨床研修希望病院を第 3 希望まで 

（30～34 ページ「臨床研修施設一覧」から病院のみ ※学会認定研修施設のみ） 

⑥生年月日 

 

申込の受付：先着 100 名様まで順次｢栄養サポートチーム研修受付番号｣の返信を致します。尚、申

込み締切日前であっても、満席となり次第、受付を終了させて頂きます。 

 

受講資格 

栄養サポートチームを担う予定の医師、コメディカル 

（医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等で、学会会員・非会員を問いません） 

 

講義日程 

平成 30 年 8 月 4 日（土）～8 月 5 日（日）（医師の方） 

      8 月 4 日（土）～8 月 7 日（火）（医師以外の職種の方） 

開始時間、終了時間は 17～18 ページの栄養サポートチーム研修日程表を参照してください。 

 

講義場所 

済生会横浜市東部病院（8 月 4 日（土）～5 日（日） 神奈川県横浜市）予定 

川崎市総合福祉センター（8 月 6 日（月）～7 日（火） 神奈川県川崎市）予定 

   

mailto:ncm.kanou@gmail.com
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費用 

医師の方 20,000 円（教材を含む） 

医師以外の職種の方 50,000 円（教材，実習を含む） 

振込先：郵便振込 00190-9-408852 口座名義：一般社団法人 日本健康･栄養システム学会 

銀行からの振込 ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座預金 0408852 

※通信欄に｢NST研修費｣、振込名義と参加者が異なる場合には参加者名をご記入ください。 

申込み受付の返信を受信後、平成 29 年 4 月 1 日以降 7 月 13 日（金）までに、上記へお振込みくだ

さい。お振込みが遅れる場合には、必ずメールでお申し出ください。研修当日に現金での支払いは受

け付けておりません。 

※ 栄養サポートチーム研修科目以外の科目を受講する場合には、１時間 1,400 円が必要です。 

※ 欠席等の場合にも費用は返却できません。また、勤務先とご本人で費用を重複して振込むことの

ないようご注意下さい。 

※ 領収書は発行しておりません。費用振込の際の払込受領証が領収書の代わりとなります。 

 

教材 

当日お渡しします。 

 

研修科目と内容、研修の修了について 

下記の科目 30 時間の受講及び、栄養アセスメント・栄養ケア計画、経腸・静脈栄養、栄養教育を

中心とした臨床研修 10 時間を受けて頂きます。 

臨床研修施設については、講座終了後マッチングを行い決定させて頂きます。時期は、臨床研修施

設とご相談の上決めて頂きます。 

これらの研修を修了したコメディカルには、研修修了証を授与致します。 

医師は、下記の科目 10 時間の受講終了で修了証を授与致します（臨床研修不要）。 

 

Ⅰ．認定講座における栄養サポートチーム研修科目 

 

番号 

 

内 容 

医 師

の 

時間 

医師以外

の職種の

時間 

１ 倫理とチーム活動  通知項目：ル ２ ２ 

３ 科学的根拠に基づいた栄養ケア・マネジメント  通知項目：ロ  ２ 

５ 栄養アセスメント･栄養ケア計画  通知項目：イ、ロ、ホ、ト、リ、ヌ １ ７ 

６ 特定保健用食品、保健機能食品･病者用食品  通知項目：ロ  ４ 

７ 経腸･静脈栄養法  通知項目：ハ～ヌ ７ ８ 

10 退院計画･指導  通知項目：ル、ヲ  ４ 

11 在宅栄養ケア･マネジメント  通知項目：ヲ  ３ 

     計 10 30 
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Ⅱ．認定講座番号との対応表 

通知項目（イ）～（ヲ） 認定講座対応番号（上記表Ⅰの番号） 

（イ）栄養障害例の抽出・早期対応（スクリーニング法） ５ 

（ロ）栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導 ３，５，６ 

（ハ）経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘 ７ 

（ニ）経静脈輸液適正調剤法の取得 ７ 

（ホ）経静脈栄養のプランニング・モニタリング ５，７ 

（ヘ）経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導 ７ 

（ト）経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング ５，７ 

（チ）簡易懸濁法の実施と有用性の理解 ７ 

（リ）栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応 ５，７ 

（ヌ）栄養療法に関する問題点・リスクの抽出 ５，７ 

（ル）栄養管理についての患者・家族への説明・指導 １，10 

（ヲ）在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導 10，11 

 

問合せ先 

〒238-8522  神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

神奈川県立保健福祉大学 栄養学科内 

一般社団法人日本健康・栄養システム学会 

臨床栄養師研修運営担当 杉山みち子、藤谷朝実、事務 加納亜紀子 

TEL /FAX 046-828-2663 

Ｅ-mail：ncm.kanou@gmail.com     ※お問合せはなるべくメールにてお願い致します。 

 



 

 

TNT-D

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4

7 7 3 7 3 3 7 7 7

4 4 4 4 2 2 4 4 4

8 8 2 8 8 8 8 8

6 2 6 6 6 6

6 3 3 6 6

4 2 2 2 4 2

20 1 8 20 8 5 20 14

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 1 3

6 2 6 6 4

2 2

4 2 2 4 4

4 2 4 4

8 8 8 6

2 2 2

2 2 2

100 30 16 30 30 40 40 8 100 80 30

0
80

40

80

40

0 0 0 760
700

10

2
0

5

3
0

8

1
0

5

1

2
0

N
S
T

1

1

2
0

2
0

1

2
0

N
S
T

3

 

1
6
 1

2
 



13 

 

1

2

3 ワタミ株式会社健康長寿科学栄養研究所
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8 NST  

済生会横浜市東部病院予定 8/4～5 

 

 

 

電車・バスでのアクセス 

鶴見駅から 

東口 

   

西口 

 

JR 川崎駅から 

   

 

尻手駅から 
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綱島駅から 

 

※バス停を降りたらまっすぐ進み、最初の路地を左に曲がり、突き当りが横浜市東部病院です。 

新横浜駅から 

   
※バス停を降りたらまっすぐ進み、最初の路地を左に曲がり、突き当りが横浜市東部病院です。 

横浜駅から 

  

 

 

バス降車場所のご案内 
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8 NST  

川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）予定 8/6～7 

 

 

 JR ṡ Ṣ 1 ︣Ḯṕ ṇ ṇ ṇּצ אל ךּ ︣Ḯ

פּ שּ פֿ שּ Ḯךּאל ṇ3 ṇ ṇ ṇ ︡ ךּ ︣ḮṖ 

  

 

Ḯ ṇ צּ אל ףּ ḭ פּ קּ

︣Ḯ 

http://www.sfc-kawasaki.jp/core_sys/images/contents/00000003/block/00000078/00000029.jpg?1481853231
http://www.sfc-kawasaki.jp/core_sys/images/contents/00000003/block/00000078/00000029.jpg?1481853231
http://www.sfc-kawasaki.jp/core_sys/images/contents/00000003/block/00000078/00000030.jpg?1481853231
http://www.sfc-kawasaki.jp/core_sys/images/contents/00000003/block/00000078/00000030.jpg?1481853231


 

22 

 

 

    NO  

100  (900 ) 

           

1  
  

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

  

 

7  

 

2

 

2

 

 



 

25 

 

  

   

 

 

8  

 

  

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

1

  

 

 

  

 

 

9  

  

5

 

 

 

10 
 

 

   

 

 

 

 



 

27 

 

11 
 

  

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

 

 

 

  

 

 



 

28 

 

15  
 

 

 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

29 

 

   

  .  .  .

 

 

 



 

30 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



 

31 

 

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



 

32 

 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 山梨県

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135



 

33 

 

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180



 

34 

 

    

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218



 

35 

 

⅛ ₉ ὑɵ ǵ  

  管 理 栄 養 士 

        入会 

   

日本健康・栄養システム学会 

 

 

 認定講座受講 

 

 

   

臨床研修実施 
       

 

       

 

  認 定 試 験  不合格                                          

 合格 合格 

                                 再  受  験 

        認定論文提出・資格認定申請書〔様式第（資）－01 号〕 

     （認定論文不合格 1 年経過後も論文不合格） 

  認定論文審査 不合格                     再 提 出 

 合格      

 合格 

  

 資 格 認 定 

要件合致         

 

  資格認定登録 

 

 

  認定登録 臨床栄養師                   
 

       

 

  継 続 研 修               

必要単位      

 履修 

  認定登録更新                          不足分継続研修履修 

 

認 

定 

研 

修 

臨床研修履修報告書〔様式第（臨）－09 号〕 

認定試験申込書〔様式第（験）－01 号〕 

認定試験受験票〔様式第（験）－02 号〕 

認定試験結果通知書〔様式第（験）－04 号〕 

認定試験合格通知書〔様式第（験）－03 号〕     

認定論文審査結果通知書〔様式第（資）－03 号〕  

   

資格認定通知書〔様式第（資）－02 号〕  

認定講座申込書〔様式第（認）－06 号〕 

認定講座受講票〔様式第（認）－08 号〕 

認定講座履修証明書〔様式第（認）－10 号･11 号〕 

臨床研修施設履修希望順位票〔様式第（臨）－04 号〕 

臨床研修履修施設決定通知書〔様式第（臨）－06 号 

臨床研修履修者決定通知書〔様式（臨）－07 号〕 

認定登録申請書 〔様式第（登）－01 号〕 

認定登録簿〔様式第（登）－06 号〕 

臨床栄養師証票 〔様式第（証）－01 号〕 

継続研修申込書〔様式第（継）－06 号〕 

 継続研修受講票〔様式第（継）－07 号〕 

継続研修履修報告書〔様式第（継）－09 号〕 

認定登録更新申請書〔様式第（登）－08 号〕 

（資格認定後３年経過後も未登録） 

（学会退会） 

（履修単位不足） 

（3 年以内） 
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⅛ ₉ ǵ ᶫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 講 座  

1  2  10  4  

2  2  11  3  

3 
 

2  12  6  

4  4  13  2  

5  7  14  4  

6 
 

4  
15  4  

16  8  

7  8  
17  2  

18  2  

8  16  
 100  

9  20  

認定講座、臨床研修の履修相当については、臨床栄養師認定研修履修相当細則による。 

認 定 研 
修 

 

日本健康・栄養 

システム学会 

 

認定講座受託団体 

(栄養専門の大学 

・大学院) 

臨床研修受託施設（医療・福祉施設） 

【研修受託施設の条件】 

●施設代表者が研修責任者になること 

●臨床栄養師の資格を有する日本健康・栄

養システム学会評議員が在職しているこ

と（ＮＣＭﾘｰﾀﾞｰ・管理栄養士が代行する

ことを認める） 

●研修マニュアルの評価を受けていること 
 

日
本
健
康
・
栄
養
シ
ス
テ
ム
学
会
入
会 

 

 

認
定
試
験 

 

管
理
栄
養
士 

si 

 

 
∧

 

認
定
講
座   

  
 

時
間 ∨

 

 

日本健康・栄養 

システム学会 

 

臨床栄養師 

認定審査会 

臨床栄養師 

研修委員会 

認 定 研 修 

100 

 

認 

定 

登 

録 

臨 

床 

栄 

養 

師 

臨
床
栄
養
師 

 

臨床 

栄養師 

認定 

審査会 

 

臨
床
栄
養
師 

 

認
定
論
文
審
査 

＜ 臨床研修 900時間 ＞ 

1. 急 性 期 病 院 （ NST を 含 め る ）    

350～450 時間 

2.医療療養病床、回復期リハビリ・介護

保険施設      150～200 時間 

3.地域栄養活動（外来栄養指導・訪問栄

養食事指導、介護予防のための栄養改

善サ－ビス等 居宅患者等への栄養

管理・相談）    150～200 時間 

4.給食経営管理（フードサービスとマネ

ジメント）      150～200 時間 

＊1-4 の時間配分は病院側と研修生のニーズ

に応じて 900 時間に調整可。 
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受託施設勤続者の場合 

 

 

 

 

 
⅛ ₉ ǵ ᶫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

認定講座の履修必要科目（受託施設勤続者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 講 座  

1   10   

2   11  2  

3 
 

 12  2  

4   13  2  

5   14   

6 
 

 
15   

16  2  

7   
17  2  

18  2  

8  2  
 20  

9  6  

認 定 研 
修 

＜ 臨床研修 200時間 ＞ 

 

1.急性期病院（NST を含める） 

 

2.医療療養病床、回復期リハビリ・介護保

険施設 

 

3.地域栄養活動（外来栄養指導・訪問栄養

食事指導、介護予防のための栄養改善サ

－ビス等 居宅患者等への栄養管理・相

談） 
 

4.給食経営管理（フードサービスとマネジ

メント） 
 

＊1-4 の時間配分は履修相当とされなかった分

野で 200時間に調整可。 

 

日
本
健
康
・
栄
養
シ
ス
テ
ム
学
会
入
会 

 

 

認
定
試
験 

 

管
理
栄
養
士 

 
∧

 

認
定
講
座    

 
 

時
間 ∨

 

 

認 定 研 修 

20 

 

認 

定 

登 

録 

臨 

床 

栄 

養 

師 

臨
床
栄
養
師 

認定講座 80 時間 臨床研修 700 時間を履修相当とする 

                 臨床栄養師認定研修履修相当細則より 
 

認
定
論
文
審
査 

 

臨
床
栄
養
師 
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日本健康・栄養システム学会 個人情報の取扱方針 

 

日本健康・栄養システム学会では、個人情報の収集、利用および提供、管理、破棄について、次の

ように取り扱います。 

 

＊ 個人情報とは 

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日その他、特定の個人を識別することが

できるものをいいます。個人の身体、財産、社会的地位、身分などの属性に関する情報であっても、

氏名等と一体となって特定の個人を識別できるものは、個人情報にあたります。また、他の情報と

照合することで個人の識別が可能となる場合も個人情報にあたります。 

 

＊ 収集の制限 

個人情報を収集するにあたっては、目的を明確にした上で、必要な範囲内で行うこととします。 

 

＊ 利用および提供の制限 

個人情報は、取り扱い目的の範囲内で利用または提供します。法令等の規定に基づく場合や本人

の同意がある場合を除き、取り扱い目的以外の目的に利用したり第三者に提供したりすることはあ

りません。 

 

＊ 個人情報の管理および廃棄 

収集した個人情報については、厳重に管理し、漏えい、改ざん等の防止に努めます。 

保存する必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに消去します。 

 

＊ 取り扱い方針の改善 

個人情報の取扱方針に関して、適宜、内容を見直し改善していきます。 

 

 

（臨床栄養師資格認定・登録に係る個人情報の取り扱いについて） 

 臨床栄養師資格認定・登録に関する志願者、受講希望者から収集した個人情報について、次のよう

に取り扱います。 

 

区分 収集した個人情報の取り扱い 

臨床栄養師資格認定・登録の手続きをした場合 資格認定者登録簿作成に引き続き利用します。 

選考に不合格となった場合 3 年間保存後、破棄します。 
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  ( )  

＊出願前に当学会の入会が必要です。 

（入会手続きは、学会ホームページ参照 http://www.j-ncm.com/） 

 

出願締め切り 

平成 30 年 5 月 1 日（火）必着  ※以降のお申込みはご相談下さい。 

 

提出書類 

様式を要綱から外して記入の上、以下の順番にし、１～９はまとめてクリップ留めする。 

１．認定講座申込書（願書） 

２．個人経歴・業績書 

３．住民票 

４．身分証明書（職員証・保険証・勤務証明書など。運転免許証不可） 

５．振込み済み郵便振替払込金受領書コピー（受講料 8 万円 テキスト代 3 万円 計 11 万円） 

＊以下の方は 3 万 6 千円 

・大学院生（科目相当時間が承認されている大学院の場合） 

・神奈川県立保健福祉大学実践教育センター栄養ケア･マネジメント課程修了者 

・宮城学院女子大学大学院「職業実践力育成プログラム」受講者 

＊本学会 NST・栄養ケアチーム研修修了者は 6 万円 

６．臨床研修履修相当申請書（履修相当申請の場合のみ） 

７．履修相当を証明する書類（履修相当申請の場合のみ） 

８．臨床研修施設履修希望票（今年度臨床研修の実施を希望する場合のみ） 

９．研修施設提出用履歴書（市販等・フォーマット自由。希望施設数分） 

10．１～９のコピー1 部（左上ホチキス留め）。 

※認定講座を受講する場合には、一か月前までに受講予定日をお知らせ下さい。 

 

書類送付先 ＊簡易書留で郵送にて提出 

〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 神奈川県立保健福祉大学 栄養学科内 

一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 臨床栄養師研修運営担当 杉山みち子 

  

費用振込先 

郵便振込 00190-9-408852 口座名義：一般社団法人 日本健康･栄養システム学会 

銀行からの振込 ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座預金 0408852 

＊通信欄に「認定講座」と記入願います。 

＊臨床研修費用は、臨床研修が全て終了してから、一括でお振込み下さい。 

 

お問合せ先 

会計：担当 駒形公大 ncm@j-ncm.com 

出願、研修：担当 加納亜紀子 mail：ncm.kanou@gmail.com 、TEL/FAX 046-828-2663 

http://www.j-ncm.com/
mailto:ncm@j-ncm.com
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臨床栄養師資格認定・登録にかかる費用一覧 

  

料金の種別 

 

料  金 

実践教育センター修了者＊3、 

大学院生＊4、 

宮城学院女子大学大学院「職業実践力

育成プログラム」受講者 

学 会＊ 
入会費 

年会費 

５，０００円 

８，０００円 

５，０００円 

８，０００円 

認定講座 

 

受講料＊1 

テキスト代＊1 

８０，０００円 

３０，０００円 

１６，０００円 

２０，０００円 

臨床研修 臨床研修料＊2 

２００円×研修時間

＋手数料 

１０，０００円 

２００円×研修時間＋手数料 

１０，０００円 

認定試験 

（年１回） 
受験料 １３，０００円 １３，０００円 

認定論文 

審査 

論文指導料 

論文審査料 

 ５，０００円 

１５，０００円 

 ５，０００円 

１５，０００円 

資格登録 
認定登録料 

（章含む） 
５０，０００円 ５０，０００円 

登録更新 登録更新料 ５，０００円 ５，０００円 

証票 
証票交付料 

再交付料 

１５，０００円 

１５，０００円 

１５，０００円 

１５，０００円 

資格取得後 

継続研修 
継続研修料 １，４００円/ｈ １，４００円/ｈ 

章 章再交付料 １５，０００円 １５，０００円 

＊1 本学会 NST・栄養ケアチーム研修修了者は、受講料とテキスト代で 60,000 円となります。 

＊2 研修施設によっては、施設の規定により、別途差額料金が必要になる施設があります。 

   また、臨床研修費は、臨床研修が全て終了してから一括でお支払いお願いします。 

＊3 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター栄養ケア・マネジメント課程修了者 

＊4 科目相当時間が承認されている大学院の場合 

＊  臨床栄養師研修には学会の入会が必須なので、別途入会費 5,000 円、年会費 8,000 円が必要です。 

 

その他研修にかかる費用一覧 
 

 料  金 備   考 

栄養サポートチーム研修 

（医師以外） 
５０，０００円 

講座３０時間、テキスト代、臨床研修１０

時間、マッチング費用を含める 

栄養サポートチーム研修 

（医師） 
２０，０００円 講座１０時間、テキスト代費用を含める 
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   臨 床 栄 養 師 認 定 講 座 申 込 書 （願書）  

受講番号  

 

認定講座の

種別 

１．学会主催 

２．認定講座受託団体主催 

（写真貼付） 

上半身 

 

４×３cm 

フリガナ  

氏  名  

生年月日 昭和・平成  年  月  日生まれ （  ）歳 

自宅住所 

〒   －   
 
 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

勤務先住所、

名称 

〒   －   
 

 
部署  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

最終学歴  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

公的資格  

 

認定講座の受講希望者は、上段の申込書および下段の受講票の太枠内に記入し、切り離さずに双方

に写真を貼付のうえ、振込済の郵便振替払込金受領証のコピーを同封して学会に郵送で申し込みを

してください。 

なお、お振り込みの際には通信欄に「認定講座」と記入願います。 

郵便振替口座番号：00190-9-408852      口座名義：一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 

 
 

ֵ 

   臨 床 栄 養 師 認 定 講 座 受 講 票    

受講番号  

 

認定講座の

種別 

１．学会主催 

２．認定講座受託団体主催 （写真貼付） 

上半身 

 

４×３cm 

フ リ ガ ナ  

氏   名  

生年月日 昭和・平成  年  月  日生まれ （  ）歳 

自宅住所 

〒   －   
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個人経歴・業績書 

（臨床栄養師、基礎コース、応用コース） 
 

平成  年  月  日 
 

一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 

 理事長             殿 

 

                     
ふりがな

氏 名           印 

 

１．経歴の概要（学歴・職業・資格） 

項  目 年 月 日 内        容 

最終学歴   

主な職歴 

 

 

 

現在の勤務先 
 

 
 

現在の業務の

詳細について 

所属部署名           役職名           

 

公的資格 

（すべての資

格を記入して

下さい） 

取得年月 資   格   名 

  

 
 

２．著書または論文 

区  分 内        容 

著  書  

論  文  

＊記入欄が不足の時は別の用紙にご記入下さい。 
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⅛ ʹ ῂʹ₁  

⅛ ₉ɵ ȳɛ Ɇȿ ɞɵ ʹ  

 

記入日    年    月    日 

 

ふりがな  

氏名  

職種  

勤務施設名  

自宅住所 〒 

自宅電話  

連絡先（昼間）  

 

研修領域 

（臨床栄養師研修

者は希望領域に○

を付けてくださ

い。） 

１．病院における臨床研修（350～450 時間） 

２．回復期リハビリ、介護保険施設における研修（150～200 時間） 

３．地域栄養ケア活動研修（150～200 時間） 

４．給食経営管理研修（150～200 時間） 

（栄養サポートチームは病院で 10 時間） 

研修施設の履修希望を記入してください。 

希望施設 1  

希望施設 2  

希望施設 3  

希望施設 4  

希望施設 5  

 

学会記入欄 受付日    年    月    日 

  

一般社団法人 日本健康・栄養システム学会



 

44 

 

(ῂ) ֵ 

 

一 般 社 団 法 人  日 本 健 康 ・ 栄 養 シ ス テ ム 学 会  

 理 事 長             殿 

 

平成  年  月  日 

氏 名               印 

住 所                     

臨床栄養師認定研修履修相当申請書 

 

臨床栄養師認定研修履修相当細則第２条（以下「細則」という。）に基づき、認定研修の履修相

当を次のとおり申請します。 

 

 

 

号 

 

要件 

認定講

座時間 

臨床研修

時間 

① 第 20 回以降管理栄養士国家試験合格 16 － 

② 

          

病態栄養専門師、日本糖尿病療養士、栄養サポートチーム専門療法士 

(平成 19 年以降資格取得) 

                 (平成 18 年以前資格取得) 

 

30 

 

40 

30 80 

③ TNT-D 40 － 

④ 慢性期医療認定講座 40 － 

⑤ 全国老人福祉施設協議会栄養ケア・マネジメント研修(平成 22 年度以降) 8 － 

⑥ 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター栄養ケア・マネジメント課程 100 760 

⑦ 臨床研修受託施設勤務者(栄養ケア・マネジメント業務経験 3 年以上) 80 700 

⑧ 栄養サポートチーム研修修了者 30 10 

⑨ 受託研修施設監督責任者 * * 

⑩ 臨床栄養師養成を目的とした講義担当者（対象者 1 名 1 時間につき認定講

座 20 分または臨床研修 20 分） 

  

⑪ 臨床栄養師研修委員会等細則に規定する各種委員会活動(理事長の承認によ

り 1 年間の活動につき臨床研修 60 時間) 

  

⑫ 

 

 

当該学会の研修会（継続研修含む）、研究会、大会、分科会、地方会への終

日参加につき 1 日が認定講座 20 時間（NST 研修科目除く）、口頭発表 1 回

につき別に認定講座 3 時間 

 

 

 

 

⑬ 当該学会の 1 20 NST  
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号 

 

要件 

認定講

座時間 

臨床研修

時間 

⑭ 査読のある学会誌への掲載論文 

原著筆頭１件につき２０時間       （    ）件              

筆頭以外１件につき５時間      （    ）件 

総説の筆頭１件につき 30 時間     （    ）件 

 総説の筆頭以外１件につき 10 時間   （    ）件 

 研究報告の筆頭 1 件につき  8 時間   （    ）件 

 研究報告の筆頭以外 1 件につき 5 時間（    ）件 

  以上は認定講座もしくは臨床研修履修時間に相当 

  

⑮ 栄養学関係の修士課程修了者（大学院履修相当科目細則により臨床栄養師

研修委員会が承認） 

  

⑯ （相当

時間は臨床栄養師研修委員会の承認） 

  

⑰ 認定講座受託団体から申請のあった研修（相当時間は臨床栄養師研修委員

会の承認） 

  

⑱ 海外での正規の臨床栄養師等の資格（相当時間は臨床栄養師研修委員会の

承認） 

  

⑲ その他の事項（相当時間は臨床栄養師研修委員会の判断・承認）   

 計 ※2 （各自が合計して記載してください）   

 学会確認時間 ※2   

 学会確認印   

※該当する各号、該当する時間全てを○印をつけ、あるいは該当する時間等を記載し、それぞれの申

請根拠となる証明書類を添付してください。 

※2 合計時間数が最大時間数を超える場合には、最大時間数を記載することとする。 

 


